
─ 23 ─

在宅専門医師が考える訪問看護師へ移譲可能な医行為
― テキストマイニングを活用して ―
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Ⅰ．はじめに

2010年３月厚生労働省１）は、「チーム医療の推進に関

する検討会報告」を取りまとめた。チーム医療を推進す

るためには、①各医療スタッフの専門性の向上、②各医

療スタッフの役割の拡大、③医療スタッフ間の連携・補

完の推進を基本とし、関係者がそれぞれの立場で様々な

取り組みを進め、全国に普及させる必要があるとした。 

看護師においては、専門的な臨床実践能力を最大限に発

揮し得るよう、実施可能な行為 の範囲を拡大すること

への期待が明記された。前原ら２）は、2010年７月～９

月に臨床・在宅で従事する医師及び看護師を対象にチー

ム医療推進のためのワーキンググループにおいて選定さ

れた行為（203項目）について調査を実施した。 調査前

そして調査後も、日本にはない制度であるナースプラク

ティショナーの歴史、現状調査、報告等が数多くみられ

た３）～ 23）。

在宅分野の医行為については、在宅療養支援診療所の

医師及び看護師、訪問看護ステーションに従事する看護

師に調査した。その調査結果を基に、「適切な研修を行

うことで実施可能な行為」、「医師の包括のもと実施可能

な行為」、「医師に相談の上、実施可能な行為」が考察さ

れた。そして、訪問看護師の報告をもとに安全に治療・

対処を指示するためには、的確に対応できた事例を集積

することや訪問看護師の教育、研修が不可欠であると考

察している。さらに、2013年厚生労働省24）は、医師の

具体的な指示がなくても看護師が一部の医療行為ができ

る制度の創設を決め、2015年10月１日「特定行為に係る

看護師の研修制度」25）（以下、特定行為研修）がスター

トした。現在、特定行為研修を修了した看護師やナース

プラクティショナー養成分野を修了した看護師が、病院

や地域で38行為21区分の特定行為を実施し活躍してい

る。しかし、その実績や活動報告が評価されるには時間

が必要だと考える26）～ 27）。

今回の報告は、特定行為が認められる以前に在宅専門

医師へ実施した研究である。当時、在宅分野における看

護師の先行研究では、2012年には齋藤ら25）による訪問

看護師の裁量拡大、藤内ら26）による訪問看護師の死亡

確認、大槻ら27）の高齢者の排便ケアに関する医行為の

判断等の研究もみられるが、訪問看護師への調査であり、

医師を対象にした調査はみられなかった。そこで、在宅

専門医師を対象にし、在宅医療サービスの実態から急性

期・安定期・ターミナル期等において、医師から看護職

へ委譲可能な業務の範囲について明らかにし、看護職が

対応可能な新たな業務について検討する事が、地域医療

の拡大につながると考えた。

Ⅱ．研究目的

Ａ在宅療養支援診療所における在宅医療サービス利用

の実態から、急性期・安定期・ターミナル期等において、

医師から看護職へ委譲可能な業務の範囲について明らか

にし、看護職が対応すべき新たな業務について検討する

ことを目的にした。

Ⅲ．研究方法

１． インタビューガイドの作成：2011年９月Ａ在宅療養

支援診療所において医師に予備調査を実施し、イン
受付日　2016年11月18日 受理　2016年12月20日
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タビューガイドを作成した。

２． インタビューの対象：Ａ在宅療養支援診療所に勤務

する同意の得られた常勤医師７名と、2011年11月１

日～ 11月30日の１ヶ月間に、訪問診療・往診等を

した患者情報1007件である。

３． インタビューの時期：2011年12月～ 2012年５月に

実施した。

４． インタビューガイドの内容

１）診療録からの患者情報

年齢・性別・診療方法・主病名・介護度・寝たきり度・

認知の状況・医療処置の有無・薬剤使用の有無・本日の

処置内容

２）医師へのインタビューガイドの内容

⑴　年齢・性別・臨床経験年数・在宅医療経験年数

⑵ 　訪問時における患者の状態：急性期・安定期・ター

ミナル・その他

⑶ 　どうしても医師が対応すべきところ：病状把握、

入院の判断、療養方針、医療処置開始・中止・投与

量の調整の判断、患者の死亡確認・患者の死亡診断、

患者および家族との信頼感

⑷ 　看護師に委譲できるところ：病状把握、入院の判

断、療養方針、医療処置開始・中止・投与量の調整

の判断、患者の死亡確認・患者の死亡診断、患者お

よび家族との信頼感

５．分析方法

本研究は、主にテキストマイニングという手法を用い

た。テキストマイニングとは、（膨大な）テキストデー

タをマイニング（発掘）して宝物（情報・知識・知見・

仮説・課題など）を見つける手法・プロセスである28）。

テキストマイニングを選択した理由は、①大量のデー

タ（1007件）を系統的に処理できる。②客観的に分析軸

を検討でき、人の手による分析では見えなかった結果が

見えてくる。③結果として得られた処理プロセスを保存

し、別のデータに応用することができるからである。

医師の情報と患者情報は記述統計で分析した。患者の

実人数を把握するため、複数の医師が同じ患者を訪問し

ているケースがあり、診療レポートを１枚１枚確認する

手作業を行った。

患者情報をもとに担当医師へのインタビュー内容につ

いて、「Text Mining Studio Ver 4.1（現：NTTデータ数

理システム）」を用いて、分析開始前の前処理である分

かち書き、削除語・類義語辞書編集のあと、基本情報、

単語頻度分析、対応バブル分析を行った。

分かち書きとは、文法的に意味づけが可能な最小単位

である形態素に分ける作業で、単語や品詞単位の分類で

ある。例えば、「意欲が低下して不安が強かった事もあ

り、療養方針を決めに行った」というテキストデータは、

「意欲（一般名詞）」、「低下（サ変接続名詞）」、「不安（形

容動詞語名詞）」、「強い（自立形容詞）」、「療養方針（サ

変接続名詞）」、「決め（一般名詞）」、「行く（自立動詞）」

に分類される。

分かち書きの後、類義語辞書を編集した。類義語辞書

は分析を進める場合に同一の単語として扱いたい単語の

グループを決める作業である。例えば、「医師」、「ドク

ター」、「医者」といった単語を「医師」として１つにし

て扱い、分析したい場合には類義語辞書の編集をして、

単語のグループとして扱うものである29）。

また、テキストデータには医師達の言葉にくせがあり、

意味のない単語は削除した。例えば、テキストデータの

最後に「○○とかさ」という場合、「かさ」がひとつの

単語として示されたため、意味のない単語は、原文参照

し削除語とした。対応バブル分析では、原文数が多いた

め一覧表を作成し、「医師が対応」、「グレーソーン」、「看

護師が対応」の３つにカテゴリー分類し整理した。

基本情報30）とは、分析を行うテキストの行数、延べ

単語数などの基本情報を集計して出力する。 

単語頻度分析31）とは、どのような単語が何回出現す

るかカウントし、この後に行う様な分析の指針となる結

果を出力する。 

対応バブル分析32）～ 33）とは、テキストの中の単語や

表現と属性との関係を２次元または３次元に表示する。

単語や表現の使われ方が似ている、あるいは距離の近い

属性（テキスト以外の情報、例えば年齢や性別）は、近

くに表示される。なお、図上の２点の近さに意味はある

が、軸には意味がない。構成要素の出現頻度を定量化し、

視覚化技術を追加することで、分析をわかりやすく示し

ている。

１）データの事前処理

削除語

・ 「○○とかさ」という場合、「かさ」がひとつの単語と

して示されたため、「かさ」を削除語とした。

・ 「□□はね」という場合、「はね」がひとつの単語とし

て示されたため、「はね」を削除語とした。

類義語

・ 「医師」、「医者」、「ドクター」、「先生」は「医師」を

代表語とした。

・ 「看護師」、「看護」、「ナース」は「看護師」を代表語

とした。

・ 「PEG交換」、「胃ろう交換」、「ボタン交換」は「胃ろ

う交換」を代表語とした。

・ 「処方」、「処方権」は「処方」を代表語とした。

６．倫理上の配慮

Ａ在宅療養支援診療所における個人情報保護指針に従

い、カルテからの情報や主治医からのインタビュー内

容から、個人を特定されないように細心の注意を払っ

た。所属大学研究倫理審査委員会で承認を得た 2011. 6. 
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表１．本日実施してきた医行為と医師もしくは看護師が対応する医行為：件（%）

2 11-3号）。

Ⅳ．結果

１．診療録からの患者情報

患者の実人数は416人（男性173人、女性243人）、訪問

の延件数1007件であった。患者の年齢は０～ 39歳が６

人、40 ～ 59歳が16人、60 ～ 79歳が123人、80 ～ 99歳が

264人、100歳以上が７人であった。診療方法（延べ件数）

は、訪問診療が896件、往診が57件、電話が36件、その

他が18件であった。

２．医師へのインタビュー内容

１）年齢・性別・臨床経験年数・在宅医療経験年数 

　医師は男性３名、女性４名、平均年齢は42.4歳、平均

臨床経験年数は12.3年、平均在宅医療経験年数は8.7年で

あった。

２）訪問時における患者の状態

　訪問時における患者の状態（延べ件数）は、急性期77

件、安定期819件、ターミナル期102件、その他９件であっ

た。その他には、訪問時どの状態もあてはまらず、不安

定だという回答や覚えていないため不明という回答で

あった。

３．テキストマイニングからの結果

１）基本情報

具体的にどのような患者を医師が対応すべきか、医師

でなくても良いと考えていたのか、インタビュー内容に

ついてテキストマイニングを用いて分析した。総行数は、

テキストデータの行数（件数）を表し、1007であった。

平均行長は、１行（件）あたりの文字数を表し、18.2で

あった。総文数は、文の数で1513であった。延べ単語数

は、単語の総数になり、5970であった。どんな単語が何

回出てくるかではなく、単語単位に区切られたものがい

くつあるかを表す。単語種別数は989あり、どんな単語

が何種類出てきているか表す。

常勤医師７名へのインタビューから得られた「当日の

診療で　①医師でなくて良いところ、②看護師に委譲で

きるところ」をテキストとし分析を行った。

２）ビジュアル集計

ビジュアル集計は、データに付随する属性情報の分布

を、インタラクティブな操作で示したものである（表１

参照）。

訪問時、医師が実施してきた医行為で一番多かったの

は、処方で1007件中581件あった。そのうち、医師が処

方しなくても良かったと答えたものは153件（26.3%）で

あった。次に多かったインフルエンザワクチン接種は

186件あり、51件（27.4%）は医師が実施しなくても良かっ

たと答えていた。危険性の高い手技である胃ろうチュー

ブ・ボタン交換は11件中11件、関節内注射は６件中６件

とも医師が実施すると答えていた。気管カニューレ交換

は、25件中22件（88.0%）について医師が対応すると答

えていた。残り３件（12.0%）は、手技は別に誰がやっ

てもいいという事であれば、看護師でもいいと答えてい

た。

初回訪問も12件あり、12件（100%）とも医師が対応

すべきだと答えていた。死亡診断・死亡確認が８件あ

り、そのうち６件（87.5%）は医師が対応すべきだ、１

件（12.5%）は死亡診断が（看護師に）認められればいい、

１件（12.5%）は死亡の要件は決まっているので、そこ

が判断できれば医師である必要はないとの回答であっ

た。

この結果をもとに、どこまでが看護師に許される医行

為であり、どこからが許されず、どの範囲がどちらとも

判断しかねるグレーゾーンかを明らかにするため、医師
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の発言であるテキストを用いて単語頻度分析を行った。

３）単語頻度分析

単語頻度解析では、テキストに出現する単語の回数を

カウントした。一行の文の複数の出現は１回とカウント

した。抽出品詞は名詞・動詞・形容詞と設定した。

原文から得られた単語頻度解析の上位15位の結果が表

２である。「医師」は一番頻度が高く350回、続いて「看

護師」が303回、医行為に関する「処方・処方権」は138

回、患者の状態である「安定期」や診療方法である「定期」

が含まれていた。11月にインタビューを実施したため、

「インフルエンザワクチン接種」が上位に含まれていた。

４）　対応バブル分析

 ⑴　患者の状態と単語頻度分析で上位を占めた単語の

関係

患者の状態と単語頻度分析で上位を占めた単語の関係

を見るため対応バブル分析を行った。対応バブル分析は

クロス表を分析する際に利用される。標準化比率を計算

し、クロス表全体に対する比率を求め、全体に対して標

準化する34）。分析範囲は医師のインタビューでの発語を

対象とし、抽出設定の頻度を２回以上かつ上位15位のも

のを図示した。また、抽出品詞は名詞・動詞・形容詞と

した。

対応バブル分析の結果は、患者の状態と単語頻度分析

で上位を占めた単語との関係の強弱を図上の距離の遠近

で表し、個々の属性の頻度はバブルの大小で表示されて

いる。患者の状態が「急性期」、「ターミナル期」と近い

単語は、「医師」、「必要」、「良い」を多用していること

が示されている。患者の状態が「安定期」と近い単語は、

「看護師」、「行く」、「インフルエンザワクチン接種」、「定

期」、「処方」、「安定期」、「大丈夫」、「２週」、「訪問」、「１

回」、「看護師判断」、「認める＋ない」、「独自」を多用し

ていることが示されている。

図２は、バブルの重なりを見やすくするため、右の囲っ

た部分を拡大した図である。この結果（図１・図２）か

表２．単語頻度分析

図１．対応バブル分析　　患者の状態と単語頻度分析で上位を占めた単語
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ら、急性期やターミナル期は医師の対応が必要であるが、

安定期では看護師が訪問するが、処方やインフルエンザ

ワクチン接種は、独自に看護師の判断が認められていな

いため、２週に１回定期に医師が訪問することも必要な

事が示された。

このようにテキストマイニングでは、標準化比率から

この結果を導き出し、視覚化技術により、患者の状態と

どのような単語が近い関係にあるか、一目で表示できる。

次に、患者の状態の原文参照をし、手作業で以下のよ

うなカテゴリーに分類した。

【カテゴリーの分類】

Ａ：医師でなければ駄目な医行為

Ｂ：グレーゾーン

Ｃ：看護師に任せて良い医行為

Ａは医行為を医師が対応するカテゴリーとした。

Ｂは医師とも看護師とも白黒つけにくいカテゴリーと

した。

Ｂのグレーゾーンはさらに３つに分けた。

　Ｂ－１ 「法律に基づいて医師でなければ駄目と判断

された医行為」

　Ｂ－２「医師の役割」

　Ｂ－３ 「医師の訪問でなければ患者および家族が不

安である」

Ｃは医行為を看護師に任せて良いカテゴリーとした。

⑵　患者の状態と医行為の関係

表２の結果をもとに、処方とインフルエンザワクチン

接種に関する単語の原文（単語頻度分析）を参照し、患

者の状態との関係を整理した。気管カニューレ交換、胃

ろうチューブ・ボタン交換、死亡診断・死亡確認、関節

内注射は件数が少ないため、原文から確認した。

【処方】138件中「不明」が１件、安定期で３件のみ「状

態観察で処方も何もないので、医師でなくてもいい」が

あったため、134件のデータで処理した。

表３より、安定期の処方が124件、急性期の処方が５件、

ターミナル期の処方が５件であった。

安定期において、10件はカテゴリーＡの「医師でなけ

れば駄目な医行為」であり、「処方を変えてますので医

師の方がいい」、「お尻に褥そうがあり改善してきている。

改善してきている評価は看護師でも出来る。処置の変更

や処方を変える事については、電話での対応であっても

医師の介入が必要」、「顔の湿疹を診断し処方しているの

で医師」との回答があった。このことから、薬剤の変更

や選択は医師が対応すべきだと考えていた。

また、15件はＣの「看護師に任せて良い医行為」の回

答であり、「処方はされていますけど、定期の処方なの

で経過を知っている方であれば、医師でなくてもいい」、

「安定期で処方も定期なんで看護でも大丈夫」であった。

つまり、安定期のため患者の状態に変化はなく、前回と

同様の処方であれば、看護師が処方しても問題ないと医

師達は考えていた。

グレーゾーンの回答が一番多く、安定期では99件あっ

た。

Ｂ－１「法律に基づいて医師でなければ駄目と判断さ

れた医行為」の回答が75件（70.1％）もあり、「処方中

心に行っている。今の現行だと処方権がありますのでそ

こが難しい」、「処方ですね。処方権は独自に看護師の判

断は認められていない」と回答していた。もし、看護師

が処方できれば、患者の状態が安定期での訪問では、処

図２．対応バブル分析拡大図
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表３．患者の状態と医行為の関係：件（%）

表４．患者の状態とグレーゾーンの関係：件（%）

方が可能であるが、現行の法制度がそれを妨げていた。

Ｂ－２の「医師の役割」が23件（21.5％）では、「処

方はありますが、月２回医師が行かなきゃいけない」、「気

管カニューレ、PEG交換、処方と色々やってますが、定

期で医師が月２回行かなきゃいけない」と回答しており、

安定期であっても定期的な訪問が、医師の役割として必

要だと考えていた。

Ｂ－３の「医師の訪問でなければ患者および家族が不
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安である」が１件みられた。「長男の嫁が肺炎で治療中で、

処方の事とか家族が聞かれており、医師の方がいいかな」

と回答しており、家族の不安を解消するために医師が訪

問していた。件数は非常に少ないが、患者や家族の立場

での回答だと考えた。

急性期、ターミナル期では、ともに５件のうち４件ず

つ、Ｂ－１「法律に基づいて医師でなければ駄目と判断

された医行為」の回答があり、「微熱が続いたという事で、

採血したり処方したり、見守りで医師が訪問しました。

処方権は独自に看護師の判断は認められていない」と安

定期同様の回答であった。

また、１件ずつ回答があったＡの「医師でなければ駄

目な医行為」では、「カニューレ交換なので医師が対応。

処方も調整している」、「入所中の施設にお邪魔したんで

すけど、ちょっと調子が悪いという事もあって、採血し

たり処方したり、療養方針を決めるために行った」と、

こちらも安定期同様、薬剤の調整や療養方針の決定には

医師の対応が必要だと考えていた。

上記の結果は、テキストマイニングでの分析から得ら

れたものである。

本来、処方はビジュアル集計では581件あった。しか

し、単語頻度解析・対応バブル分析により、医師達のイ

ンタビューの中から意味のある単語を標準化比率で計算

し、138件に絞り込んだものである。

処方においては、グレーゾーンが非常に多く存在し、

現行の制度による縛りが看護師の業務拡大に大きく影響

を与えている事が示された。

【インフルエンザワクチン接種】単語頻度分析からの

103件のデータで処理した。

表３より、安定期での接種が101件、ターミナル期で

の接種が２件、急性期で接種はなかった。インフルエン

ザワクチン接種は、状態が安定している事が条件であり、

上記の結果となった。

安定期において、13件はカテゴリーＡの「医師でなけ

れば駄目な医行為」であり、「インフルエンザワクチン

接種がある。イクセロンパッチをずっと調整中なので、

そういう意味では医師が行かざるを得ない」、「薬の調整

しましたね。インフルエンザワクチン接種もしましたね」

との回答があった。患者の状態が安定している事が条件

で予防接種は実施するため、薬剤量の調整や薬剤の選択

時には、医師が対応すべきだと考えていた。

安定期でＣの「看護師に任せて良い」との回答は、「安

定期（なの）で、インフルエンザワクチンの予防接種は

ぜひ看護師にお願いしたい」、「定期診療ですね。インフ

ルエンザの予防接種されてますけど、看護でも大丈夫」

であった。患者の状態が安定している事が前提で看護師

に任せて良いと考えている。

ターミナル期で２件Ｃの「看護師に任せて良い」との

回答があり、「乳癌のターミナルで、認知症があるおか

げで穏やかで痛みはない。本人にストレスがないように

生活を保障する事が医師の仕事。インフルエンザワクチ

ン接種は看護師にお願いします」であった。安定期同様、

ターミナル期であっても患者の状態が安定している事が

前提で、看護師に任せて良いと考えている。

安定期で77件あったグレーゾーンのＢ－１「法律に基

づいて医師でなければ駄目と判断された医行為」では、

「この人はインフルエンザ予防接種と処方です。処方権

とインフルエンザワクチン接種は独自に看護師の判断

は、認められていないので医師が行く」、「定期訪問でやっ

ている事はたいした事ないですね。処方とインフルエン

ザワクチン接種があるので、今の制度だと医者が行った

方がいいかな」との回答があった。また、慣行で「医師

が対応すべき」との回答があり、ここでも法制度による

縛りが、看護師へ委譲できない原因となっていた。

【気管カニューレ交換】原文から25件のデータで処理

した。表３より、安定期24件、ターミナル期１件、急性

期ではなかった。

安定期でＡの「医師でなければ駄目な医行為」は15

件あり、「ALSで安定期ですけど、経鼻胃管とか気管カ

ニューレとか（交換）しなきゃいけないので、医師がし

なきゃいけない」、「毎回カニューレ交換している。訪問

診療で毎回処置がなければ看護師さんでいいかという

と、それは違うと思う。手技があるから」との回答であっ

た。気管カニューレ交換は難易度の高い手技であり、医

師でなければ駄目な医行為だと考えていた。

Ｂのグレーゾーンは９件あり、Ｂ－１の「法律に基づ

いて駄目な医行為」では、「毎回この人の訪問はカニュー

レ交換している。医療処置じゃないところは看護師に委

譲しやすいのではないか。中堅の看護師さんと言われて

も、現状のルールでは医師でないと無理」、「カニューレ

交換をしているんですよね。それがネックと言えばネッ

ク。手技は別に誰がやってもいいという事であれば、看

護師さんでもいい」であった。気管カニューレ交換は難

易度の高い手技ではあるが、医師からみれば訓練するこ

とで看護師が実施可能な手技であり、法的なルールの縛

りが看護師へ委譲できない原因になっていた。

ターミナル期で１件Ａの「医師でなければ駄目な医行

為」があり、「カニューレ交換なので医師が対応、処方

も調整している」との回答であった。ターミナル期とい

う患者の状態と難易度の高い手技であり、医師でなけれ

ば駄目だと考えていた。

【胃ろうチューブ・ボタン交換】原文から11件のデー

タで処理した。

表３より、全て安定期であり、Ａの「医師でなければ

駄目な医行為」であった。「PEG交換があるので、医師

の方がいい」、「安定期で定期ですが、PEG交換があるの
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で医師がいい」との回答であった。

胃ろうチューブ・ボタン交換も難易度の高い手技であ

り、医師でなければ駄目な医行為だと医師達は考えてい

た。

【死亡診断・死亡確認】原文から８件のデータで処理

した。表３より、全てターミナル期であった。７件はＢ

のグレーゾーン、もう１件はＣの「看護師に任せて良い

医行為」であった。

Ｂのグレーゾーンでは、「死亡確認なので、医師が対

応」、「死亡確認は医師が行かなくては駄目ですね」、「死

亡診断が認められればいい」との回答であった。Ｂ－１

の回答が７件あり、現行制度や法的制約について回答し

ていた。

また、書類（死亡診断書）の作成について医師でなけ

ればならない、医師以外が作成することで相手が納得す

るか等の回答が他の項目で聞かれており、死亡診断書の

作成も含めて回答していた可能性があった。

Ｃの看護師に任せて良い医行為では、「死亡診断の要

件は決まっているので、そこだけ判断出来ればドクター

である必要はないでしょう」との回答であった。

【関節内注射】原文から６件のデータで処理した。

表３より、全て安定期で医師でなければ駄目な医行為

であった。「安定期ですけど、関節の注射をしているの

で医師の方がいい」、「毎週、肩の関節注射をやっている

んで医師の方がいい」との回答であった。

関節内注射は難易度の高い手技であり、医師でなけれ

ば駄目な医行為だと考えていた。

Ⅴ．考察

１．在宅で行う看護師の医行為と範囲

2014年に「地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（以

下、医療介護総合確保推進法）が成立し、保健師助産師

看護師法（以下、保助看法）の法改正事項が盛り込まれ

た。国が法制度を改正してまで、難易度の高い診療の補

助行為を看護師が担うのには、団塊世代が後期高齢者と

なる2025年に向け、在宅医療などへの対応が急がれるか

らである34）。

在宅において医師の代わりに看護師が訪問し患者の状

態が安定していれば、医行為が委譲可能であると単純に

考え調査を進めてきた。法的制約がなくなれば可能にな

ると考えたが、本研究を発表前に特定行為研修制度がス

タートし、保助看法が改正となった。特定行為研修制度

では、研修を修了した看護師が医師の思考過程を手順書

に再現し、難易度の高い診療の補助業務を安全・安楽に

実施している。

本研究では、患者の状態を急性期・安定期・ターミナ

ル期に分け、医師から看護師へ移譲可能な医行為を分析

した。対応バブル分析の患者の状態と単語頻度分析で上

位を占めた単語との関係（図１）では、医師が急性期や

ターミナル期に近い関係を示しており、看護師は安定期

に近い関係を示したことから、安定期においては委譲可

能な医行為があると考えた。法的制約のためグレーゾー

ンとしたが、安定期における処方やインフルエンザワク

チン接種は、移譲可能な医行為である。というのも特定

行為研修制度35）では、持続点滴中の高カロリー輸液の

投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正、感染

徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与、インスリンの

投与量の調整、硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及

び投与量の調整、持続点滴中のカテコラミンの投与量の

調整、持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロール

の投与量の調整、持続点滴中の降圧剤の投与量の調整、

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整、

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整、抗けいれん剤の臨

時の投与、抗精神病薬の臨時の投与、抗不安薬の臨時の

投与、抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのス

テロイド薬の局所注射及び投与量の調整が特定行為とし

て認められている。

また、グレーゾーンであると考えた気管カニューレの

交換、胃ろうチューブ・ボタンの交換は、現在では既に

特定行為として実施されている。臨床においても在宅に

おいても、患者の安全の担保が第一である。特定行為研

修制度36）では、気管カニューレの交換や胃ろうカテー

テルもしくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

が認められた。研修を受けた看護師は難易度の高い医行

為をマスターする事が目的ではなく、行為を行う必要が

あるか否かを判断する能力を身に付ける事にある。研修

を修了した看護師は、医師の思考過程を手順書に再現し、

難易度の高い診療の補助業務を安全・安楽に実施してい

る。しかし、訪問看護師であり在宅で特定行為を実施し

ている島田の指導医37）は、「周囲から信頼を寄せられる

ような看護師でなければ、認めることは難しい」、「手順

書を通して自分の身代わりをやってもらうようなもの、

何か間違いが起これば、医師が責任を取らなければなら

ない。約10年もの付き合いがある島田さんだからこそ、

安心して任せられる」と語っており、医師との信頼関係

が特定行為においては要だと考える。

特定行為研修制度には入っていない項目に、死亡診断・

死亡確認があった。今後検討の余地があると考える。現

行制度では医師が対応しなければならず、また、ご遺体

へのご家族の思いを考慮すると、すぐに結論は出ない。

しかし、在宅という現場においては、患者や利用者、家

族との関係性が出来れば看護師が対応することも可能で

あると考える。藤内ら38）の研究でも在宅終末医療に関

わる訪問看護師の医行為として、「死亡確認」が提案さ

れている。今回、医師達は死亡診断後の書類作成までを
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イメージし、回答していたように考えられた。医師以外

が死亡診断書を作成することで、相手（家族）が納得す

るかどうかも回答に影響していたと考える。

２．本研究の限界と課題

医師へのインタビューにあたり、医師達の患者の状態

に対する概念は違わない、同じであることが前提であっ

た。しかし、分析を進めていく中、安定期、急性期、ター

ミナル期の概念がそれぞれ違う事に気づいた。ある医師

が安定期と考えていても、別の医師は同じ状態を急性期

と認識していた。また、往診は全て急性期だと考えてい

る医師もいれば、往診であっても急性期とは限らない、

往診してみたら、すっかり落ち着いていて安定期だった

と答えてくれる医師もいた。

特に、ターミナル期については、考え方の違いの差が

大きく感じられた。ターミナル期ではあるが、今は落ち

着いているのでまだ、安定期であると考えている医師も

いた。担当患者が決まってはいるが、緊急の往診や訪問

件数が多い日、または新規の患者を担当する日は、時間

を要するため、自分の担当患者を別の医師に訪問しても

らう事がある。そのような時、患者はいつもの状態と変

わりないとしても、訪問した医師によって見方が違って

くる可能性がある。このことが、本研究の限界であった

と認識している。これは、医師としての経験や在宅医と

しての経験が影響しているのではないかと考える。また、

分析対象がA在宅療養支援診療所の常勤医師７人とであ

り、結果を一般化することには限界がある。

今後の課題は、既に特定行為研修制度がスタートして

いるため、在宅における特定行為の実績や活動報告の評

価から死亡診断・死亡確認が医師から訪問看護師に移譲

可能かを検討したい。

Ⅵ．結論

在宅において看護職が対応すべき新たな業務を、テキ

ストマイニングで分析した結果、次の結論が得られた。

１． 「法律に基づいて医師でなければ駄目な医行為」と「医

師の役割」の２つのグレーゾーンが確認できた。

２． 「法律に基づいて医師でなければ駄目な医行為」には、

安定期や訪問診療における定期処方、インフルエン

ザワクチン接種、気管カニューレ交換、死亡診断・

死亡確認があり、「医師の役割」では、定期訪問があっ

た。

３． 患者の安全が担保できない医行為である気管カ

ニューレ交換、胃ろうチューブ交換・ボタン交換、

関節内注射は、当然医師が対応すべきと考えられた。

しかし、特定行為研修制度では、気管カニューレ交

換、胃ろうチューブ交換・ボタン交換、薬剤の投与

及び投与量の調整について手順書を作成し、既に訪

問看護の現場で実施している。

４． 死亡診断・死亡確認は、法的制約のためグレーゾー

ンであった。特定行為研修制度でも認められてはい

ない。

上記から法的制約がある死亡診断・死亡確認について

検討する事で、在宅における看護師の業務が拡大し、地

域医療の拡大につながると考える。
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